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隠岐の島町
❶
会
計
年
度
任
用
職
員
募
集

❷
上
下
水
道
事
業
経
営
審
議
会
委
員

　
募
集

❸
隠
岐
い
ぐ
り
凧
ま
つ
り
祝
い
凧
へ

　
の
名
前
入
れ
募
集

❹
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る

　
時
間
外
窓
口

❺
社
会
教
育
関
係
各
種
委
員
募
集

❻
隠
岐
の
島
ウ
ル
ト
ラ
マ
ラ
ソ
ン
参

　
加
者
募
集

❼
営
農
座
談
会

❽
個
人
住
民
税
の
改
正

❾
自
動
販
売
機
設
置
事
業
者
募
集

10
合
同
企
業
説
明
会
in
松
江

11
休
日
の
当
番
医（
２
月
）

12
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

13
優
良
防
犯
電
話
購
入
費
補
助
金

14
隠
岐
養
護
学
校
作
業
製
品
販
売
会

　「
岐
楽
市
」

上
下
水
道
事
業

経
営
審
議
会
委
員
募
集

②●
審
議
す
る
内
容
　
水
道
料
金
と
下
水

　
道
使
用
料
の
改
定

●
募
集
人
数　
３
人
以
内

●
任
期
　
委
嘱
の
日
か
ら
諮
問
に
係
る

　
審
議
が
終
了
す
る
ま
で

●
報
酬
　
会
議
１
回
３
，
２
０
０
円
〜
３
，

　
３
０
０
円
の
報
酬

●
応
募
資
格

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
18
歳
以
上
の

　
方（
高
校
生
は
除
く
）

②
平
日
に
開
催
す
る
審
議
会
に
出
席
で

　
き
る
方

③
応
募
日
現
在
、
町
の
他
の
審
議
会
等

　
の
委
員
で
な
い
方

④
本
町
の
議
員
、行
政
委
員
、職
員
で
な

　
い
方

⑤
本
人
及
び
同
一
世
帯
の
者
に
水
道
料

　
金
、
下
水
道
使
用
料
等
の
滞
納
が
な

　
い
方

●
応
募
方
法
　
応
募
用
紙
に
記
載
の
上
、

　
上
下
水
道
課
、
各
支
所
、
出
張
所
窓
口

　
に
持
参
、
郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
メ
ー
ル

　
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。応
募
用
紙
は

　
隠
岐
の
島
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

　
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
各
窓
口
に

　
備
付
け
。

●
応
募
用
紙
提
出
先

　
〒
６
８
５
‐
８
５
８
５

　
隠
岐
の
島
町
下
西
78
番
地
２

　
隠
岐
の
島
町
役
場
上
下
水
道
課 
業
務
係

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
２
‐
4
0
5
0

●
募
集
締
切

　
２
月
９
日（
月
）午
後
５
時
必
着

●
選
考
方
法　
書
類
審
査

●
そ
の
他

①
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

②
選
考
結
果
は
決
定
次
第
、
本
人
宛
て

　
に
通
知
し
ま
す
。

③
委
員
氏
名
や
会
議
で
の
発
言
内
容
は

　
隠
岐
の
島
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公

　
開
し
ま
す
。

　
上
下
水
道
課 

業
務
係

　
２
‐
０
１
９
２

隠
岐
い
ぐ
り
凧
ま
つ
り

祝
い
凧
へ
の
名
前
入
れ

募
集

③●
対
象
者

　
令
和
７
年
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
に

　
生
ま
れ
た
お
子
様

●
申
込
方
法

　
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

　
教
育
委
員
会
、
各
支
所
、
出
張
所
窓

　
口
に
持
参
、Ｆ
Ａ
Ｘ（
２
‐
０
６
１
９
）

　
又
は
メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
応
募
用
紙
は
隠
岐
の
島
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、

　
各
窓
口
に
備
付
け
。

●
申
込
締
切

　
３
月
25
日
（
水
）
午
後
５
時
必
着

　
教
育
委
員
会 

社
会
教
育
課

　
２
‐
２
１
２
６

会
計
年
度
任
用
職
員

募
集

①　
隠
岐
の
島
町
で
は
、
令
和
８
年
４
月

以
降
に
勤
務
し
て
い
た
だ
く
会
計
年
度

任
用
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

●
募
集
年
齢
　
不
問

●
募
集
職
種
等
の
詳
細

　
別
冊
の
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
申
込
方
法

　
市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記
入

　
し
、
履
歴
書
上
部
余
白
へ
希
望
す
る

　
勤
務
先
と
職
種
を
明
記
の
上
、
持
参

　
か
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
隠

　
岐
の
島
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の

　
職
員
採
用
専
用
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
込

　
可
能
で
す
。

※
資
格
・
免
許
が
必
要
な
職
種
を
希
望

　
さ
れ
る
方
は
、
資
格
証
・
免
許
証
の

　
写
し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
お
申
込
み
は
、
一
箇
所
に
限
り
ま
す
。

●
申
込
締
切

　
２
月
５
日
（
木
）
午
後
５
時
（
必
着
）

●
採
用
試
験

　
２
月
14
日（
土
）に
人
物
試
験（
面
接
）

　
を
行
い
ま
す
。

※
試
験
の
場
所
と
時
間
は
、
申
込
締
切

　
後
に
通
知
し
ま
す
。

　
総
務
課 

職
員
係

　
３
‐
１
０
６
９

問📞



問📞

問📞

社会教育関係各種委員募集一覧

社
会
教
育
関
係

各
種
委
員
募
集

⑤●
募
集
委
員
等
の
詳
細

　
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
任
期　

　
令
和
８
年
４
月
１
日
（
水
）
〜
令
和
10

　
年
３
月
31
日
（
金
）
ま
で
の
２
年
間

●
報
酬

　
会
議
１
回
３
，
３
０
０
円
の
報
酬
と

　
実
費
分
の
交
通
費
支
給

●
応
募
資
格

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
20
歳
以
上
の
方

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

に
関
す
る
時
間
外
窓
口

④●
日
時　

　
２
月
10
日 （
火
）

　
午
後
５
時
〜
午
後
６
時
30
分

●
場
所

　
役
場
本
庁
舎
１
階 

町
民
ホ
ー
ル
入
口

●
受
付
業
務

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
・
受

　
取
・
更
新

 

・
暗
証
番
号
の
変
更
及
び
再
設
定

 

・
電
子
証
明
書
の
更
新

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険

　
証
利
用
の
申
込
み

●
注
意
事
項

　
各
種
手
続
は
原
則
、
ご
本
人
様
が
お

　
越
し
く
だ
さ
い
。

　
町
民
課 

戸
籍
住
民
係

　
２
‐
８
５
６
０

②
各
委
員
の
応
募
条
件
を
満
た
す
方

③
国
、
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
員
及

　
び
職
員
で
な
い
方

④
応
募
し
よ
う
と
す
る
委
員
の
任
期
の

　
初
日
に
お
い
て
、
本
町
の
他
の
審
議

　
会
等
の
委
員
で
な
い
方

●
応
募
方
法

①
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

　
教
育
委
員
会
、
各
支
所
、
出
張
所
窓

　
口
に
持
参
、
郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル

　
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
応
募
用
紙

　
は
、
隠
岐
の
島
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
各
窓
口

　
に
備
付
け
。

②
複
数
の
応
募
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
応
募
用
紙
提
出
先

　
〒
６
８
５
‐
８
５
８
５

　
隠
岐
の
島
町
下
西
78
番
地
２　
　

　
隠
岐
の
島
町
教
育
委
員
会 
社
会
教
育
課

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
２
‐
０
６
１
９

●
募
集
締
切

　
２
月
13
日
（
金
）
午
後
５
時
必
着

●
選
考
方
法

　
選
考
委
員
会
で
選
考
し
、
結
果
は
応

　
募
者
全
員
に
２
月
末
日
頃
ま
で
に
通

　
知
し
ま
す
。

　
教
育
委
員
会 

社
会
教
育
課

　
２
‐
２
１
２
６



問

問📞

問📞 問

📞

📞

問📞問📞

隠
岐
の
島
ウ
ル
ト
ラ

マ
ラ
ソ
ン
参
加
者
募
集

⑥●
開
催
日　
６
月
21
日
（
日
）

●
種
目
・
参
加
料

　
１
０
０
キ
ロ
の
部　
１
８
，
０
０
０
円

　
50
キ
ロ
の
部　
　

 

１
４
，
０
０
０
円

●
申
込
方
法　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

●
参
加
定
員

　
両
種
目
合
計
１
，
０
０
０
名

●
募
集
期
間

　
２
月
１
日
（
日
）
〜
３
月
２
日
（
月
）

　
午
後
11
時
59
分
ま
で

※
申
込
状
況
に
よ
り
、
期
間
途
中
で
受

　
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
商
工
観
光
課 

観
光
振
興
係

　
２
‐
８
５
７
５

営
農
座
談
会

⑦●
内
容
　
米
穀
情
勢
や
、
農
業
政
策
、

　
農
業
全
般
に
関
す
る
説
明
会

●
対
象
　
農
業
者
、
農
業
を
始
め
る
方
、

　
農
業
に
関
心
の
あ
る
方
。

●
日
時
・
場
所

①
２
月
９
日
（
月
）
午
前
９
時
30
分
〜

　
役
場
本
庁
舎
２
階
２
０
１
会
議
室

②
２
月
９
日
（
月
）
午
後
１
時
30
分
〜

　
中
出
張
所

③
２
月
10
日
（
火
）
午
前
９
時
30
分
〜

　
都
万
保
健
セ
ン
タ
ー

④
２
月
10
日
（
火
）
午
後
１
時
30
分
〜

　
五
箇
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

個
人
住
民
税
の
改
正

⑧　
令
和
８
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
個
人
住

民
税
の
改
正
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
大
学
生
年
代
の
子
等
に
関
す
る
特
別

　
控
除（
特
定
親
族
特
別
控
除
）の
創
設

　
納
税
義
務
者
に
19
歳
以
上
23
歳
未
満
の

　
扶
養
親
族
で
、
合
計
所
得
額
が
58
万
円

　
以
下
の
者
が
い
る
場
合
、
控
除
額
45
万

　
円
の
適
用
が
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
合
計

　
所
得
額
が
58
万
円
超
か
ら
1
2
3
万
円

　
以
下
で
あ
っ
て
も
、
段
階
的
に
控
除
を

　
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

●
給
与
所
得
控
除
の
引
上
げ

　
給
与
収
入
金
額
が
１
９
０
万
円
以
下

　
の
方
の
給
与
所
得
控
除
額
（
最
低
保
障

　
額
）
が
65
万
円
に
引
上
げ
ら
れ
ま
す
。

●
各
種
扶
養
控
除
等
の
所
得
要
件
等
の
引

　
上
げ

自
動
販
売
機
設
置

事
業
者
募
集

⑨●
設
置
場
所　
寺
の
前
公
園

●
箇
所
数　
２
か
所

●
設
置
期
間

　
許
可
日
か
ら
令
和
13
年
３
月
31
日
ま
で

●
使
用
料　
提
案
歩
合
率
に
よ
る

●
応
募
方
法

　
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　
直
接
、
又
は
郵
送
に
て
提
出

※
申
込
用
紙
は
隠
岐
の
島
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

●
申
込
締
切

　
２
月
25
日
（
水
）
午
後
５
時
必
着

　
都
市
計
画
課 

都
市
計
画
係

　
２
‐
８
５
８
０

合
同
企
業
説
明
会
in

松
江

⑩●
日
時

　
２
月
１
日
（
日
）
午
後
２
時
〜

●
会
場　
レ
イ
ン
ボ
ー
プ
ラ
ザ

●
対
象

　
町
内
で
の
就
職
を
お
考
え
の
方

●
参
加
料　
無
料　

※
参
加
に
は
事
前
申
込
が
必
要
で
す
。

●
申
込
方
法

　
２
次
元
コ
ー
ド
か
ら
申
込
み

　
商
工
観
光
課 

商
工
労
働
係

　
２
‐
８
５
７
５

●
料
金
等　
無
料
・
申
込
不
要

　
Ｊ
Ａ
し
ま
ね
隠
岐
地
区
本
部

　
営
農
経
済
課　

 

２
‐
１
１
３
３

　
農
林
水
産
課 

農
林
振
興
係

　
２
‐
８
５
６
３

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除（
住
宅
ロ
ー

　
ン
控
除
）
の
拡
充
【
延
長
】

　
令
和
７
年
度
の
改
正
内
容
が
、
令
和

　
８
年
度
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
税
務
課 

住
民
税
係　

 
２
‐
８
５
７
４



問📞

問📞

問📞問📞

問 ☎

休
日
の
当
番
医（
２
月
）

⑪
　
休
日
の
救
急
受
診
が
必
要
な
と
き

は
、
当
番
医
院
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

※
受
付
時
間
は
午
前
７
時
か
ら
午
後
７

　
時
ま
で
で
す
。

※
受
診
の
際
は
、
事
前
に
当
番
医
院
に

　
連
絡
し
て
か
ら
受
診
し
ま
し
ょ
う　

　
隠
岐
広
域
連
合 

総
務
課

　
６
‐
９
１
５
０

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

⑫●
申
告
会
場
開
放
期
間

　
２
月
16
日
（
月
）
〜
３
月
６
日
（
金
）

●
場
所　
西
郷
税
務
署

※
入
場
に
は
整
理
券
が
必
要
で
す
。
整

　
理
券
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
通
じ
た
オ
ン
ラ

　
イ
ン
事
前
発
行
が
便
利
で
す
（
希
望

　
日
の
14
日
前
か
ら
可
能
）。
税
務
署

　
で
は
、
当
日
分
の
み
配
付
し
ま
す
。

※
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ

　
ウ
ン
ト
は
こ
ち
ら
↓

●
来
場
の
際
の
持
ち
物

①
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
（
送
付
を
受

　
け
た
方
の
み
）

②
源
泉
徴
収
票
な
ど
申
告
書
作
成
に
必

　
要
な
書
類

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
（
設
定
パ
ス
ワ
ー
ド
も
必
要
で
す
）

●
申
告
会
場
に
行
か
ず
に
確
定
申
告

　
確
定
申
告
は
、
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
で
き
る
ｅ
‐

　
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
が
便
利
で
す
。

※
e-

T
a
x
は
こ
ち
ら
↓

　
西
郷
税
務
署 
調
査
部
門

　
２
‐
０
３
７
８

優
良
防
犯
電
話
購
入
費

補
助
金

⑬
　
優
良
防
犯
電
話
は
、
電
話
の
相
手
に

警
告
し
て
通
話
内
容
を
自
動
録
音
し
、

迷
惑
電
話
を
自
動
判
別
し
て
着
信
を
拒

否
・
警
告
す
る
機
能
が
付
い
た
固
定
電

話
機
で
す
。

●
補
助
の
対
象
者

　
次
の
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
本
町
に
居
住
す
る
65
歳
以
上
の
方
（
本

　
年
度
内
に
65
歳
に
な
る
方
も
含
み
ま

　
す
）

②
①
の
方
の
た
め
に
優
良
防
犯
電
話
を

　
設
置
す
る
方

●
対
象
電
話
機

　
町
内
の
電
気
店
で
購
入
し
た
全
国
防

　
犯
協
会
連
合
会
が
推
奨
す
る
優
良　

　
防
犯
電
話

●
補
助
金
額

　
購
入
金
額
（
税
込
）
の
２
分
の
１
か
、

　
５
，
０
０
０
円
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額

※
ポ
イ
ン
ト
等
で
の
支
払
い
分
は
除
き

　
ま
す
。

※
補
助
金
交
付
は
１
世
帯
に
つ
き
１
回

　
に
限
り
ま
す
。

●
申
請
方
法

　
隠
岐
の
島
警
察
署
窓
口
で
申
請

※
既
に
購
入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
令

　
和
７
年
４
月
１
日
以
降
の
購
入
分
ま

　
で
遡
っ
て
申
請
可
能
で
す
。　

●
申
請
締
切　
３
月
31
日
（
火
）
ま
で

　
隠
岐
の
島
警
察
署 

生
活
安
全
係

　
２
‐
０
１
１
０

隠
岐
養
護
学
校
作
業
製
品

販
売
会「
岐
楽
市
」

⑭●
日
時　
２
月
21
日
（
土
）

　
　
　
　
午
前
10
時
〜
正
午

●
場
所

　
サ
ン
テ
ラ
ス
２
階
多
目
的
ホ
ー
ル

●
内
容

　
作
業
製
品
等
販
売
会

　
フ
ー
ド
コ
ー
ト

　
展
示
（
学
校
紹
介
、
書
道
や
美
術
作

　
品
等
）

　
島
根
県
立
隠
岐
養
護
学
校

　
２
‐
３
５
９
３

水道管の冬支度をお願いします。
●凍結・破裂を防ぐには
露出している水道管や蛇口などを保温材や布などで覆ってください。その上
からビニールなどを巻き、雨や雪で濡れないようにするとさらに効果的です。
●水道管が凍ったとき
自然に溶けるのを待つか、凍った部分にタオルなどをかぶせて、その上からゆっくりとぬ
るま湯をかけてください。なお、水道設備の破損の原因となるため、熱湯はかけないでく
ださい。
詳しくは、隠岐の島町ホームページをご覧ください。
　 上下水道課 業務係　 ２‐０１９２



お
知
ら
せ
便
第
43
1号
 別
冊

①






